
 
防衛省仕様書改正票 Ｄ Ｓ Ｐ 

   Ｚ １００２Ｆ（２）  

  鋼製ドラム，２００Ｌ 

 

制定 昭和４４年 ３月１５日 

    改正 令和 ３年１１月２９日 

（ＤＲＵＭ，ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＡＮＤ ＳＴＯＲＡＧＥ） 

この改正票は，ＤＳＰ Ｚ １００２Ｆ（鋼製ドラム，２００Ｌ）についてのもの

であり，ＤＳＰ Ｚ １００２Ｆ（１）を含め累積記載されている。この改正票は

ＤＳＰ Ｚ １００２Ｆと併用される。 

 

1.4 a) 規格 中  

 “ＪＩＳ Ｋ ５６００－７－７ 塗料一般試験方法－第７部：塗膜の長期耐久性－第７節：促進耐候性（キセノンランプ

法）” を “ＪＩＳ Ｋ ５６００－７－７ 塗料一般試験方法－第７部：塗膜の長期耐久性－第７節：促進耐候性及び促進耐

光性（キセノンランプ法）” に 

“ＪＩＳ Ｚ １６０１ 鋼性タイトヘッドドラム” を “ＪＩＳ Ｚ １６０１ 鋼製タイトヘッドドラム” に改める。 

 

1.4 b) 法令等 中 “工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）” を “産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）” に改める。 

 

2.1 認定 中 “工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）” を “産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）”に改める。 

 

3 品質保証 を次のように改める。 

3 品質保証 

検査は，表２によるほか，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。 

  



２． 

Ｚ １００２Ｆ（２） 

 
表２―品質保証 

検 査 項 目  試 験 方 法  判 定 基 準  

材 料   2.2の規 定 による。 

構 造 ・形 状 ・寸 法 ・容 量 ・質 量  2.3の規 定 による。 

口 金  2.4の規 定 による。 

塗 装  2.5の規 定 による。 

品 質  外 観  2.6の規 定 による。 

性 能  気 密 性  危 険 物 船 舶 運 送 及 び貯 蔵 規 則

第 １１３条 に基 づいて，登 録 検 査

機 関 ２ ） が 定 め た「 危 険 物 の 容 器

及 び 包 装 の 検 査 試 験 基 準 （ 小

型 容 器 ）」による。（以 下 ，危 険 物

の 容 器 及 び 包 装 の 検 査 試 験 基

準 （小 型 容 器 ）という。） 

危 険 物 の 容 器 及 び 包 装 の 検 査

試 験 基 準 （ 小 型 容 器 ） の 規 定 に

よる。 落 下 強 度  

耐 圧 （水 圧 ）性  

積 重 ね強 度  

製 品 の表 示   2.7の規 定 による。 

注 2 )  （一 財 ）日 本 舶 用 品 検 定 協 会  

 

 

4.1 承認用見本等 を次 のように改 める。 

4.1 承認用見本等 

契 約 の相 手 方 は，外 面 塗 装 に産 業 標 準 化 法 に基 づく認 証 を受 けていない同 等 品 を使 用 する場 合 は，外

面 塗 料 の製 品 検 査 証 明 書 又 はこれに準 ずるもの ３ ）を契 約 担 当 官 等 に３部 提 出 するものとする。また，特 に調

達 要 領 指 定 書 によって指 定 する場 合 は，外 面 塗 料 の色 見 本 （２００㎜×５０㎜のブリキ板 に塗 装 を施 したもの。）

を３部 提 出 し，承 認 を得 なければならない。 

注 3 )  フタル酸 樹 脂 エナメルの場 合 は，Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５ ５７２ の試 験 項 目 のうち，耐 屈 曲 性 ，引 っかき硬

度 （鉛 筆 法 ），耐 水 性 ，耐 酸 性 及 び促 進 耐 候 性 の試 験 結 果 が記 載 されていなければならない。アミノア

ルキド樹 脂 塗 料 の場 合 は，ＪＩＳ  Ｋ  ５６５１ の試 験 項 目 のうち，付 着 性 （クロスカット値 ），耐 衝

撃 性 （デュポン式 ），鉛 筆 引 っかき値 （試 験 器 法 ），耐 屈 曲 性 ，耐 水 性 ，耐 アルカリ性 ，耐 酸 性 ，耐 塩 水

噴 霧 性 及 び促 進 耐 候 性 及 び促 進 耐 光 性 （キセノンランプ法 ）の試 験 結 果 が記 載 されていなければなら

ない。 

 

4.2 提出書類 b) を次 のように改 める。 

b) 契 約 の相 手 方 は，危 険 物 輸 送 容 器 に該 当 する場 合 は，（一 財 ）日 本 舶 用 品 検 定 協 会 の発 行 した危 険

物 容 器 検 査 証 又 はその写 しを納 入 場 所 に１部 提 出 するものとする。 

 

原 案 作 成 部 課 等 名  を次 のとおり改 める。 

原 案 作 成 部 課 等 名 ：航 空 自 衛 隊  補 給 本 部 需 品 部  

 



Ｄ Ｓ Ｐ防 衛 省 仕 様 書

Ｚ １ ０ ０ ２ Ｆ
制定 昭和４４ ３．１５．鋼製ドラム，２００Ｌ
改正 平成２２．１２．２８

（ＤＲＵＭ，ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＡＮＤ ＳＴＯＲＡＧＥ）

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，石油又はこれと類似の非腐食性液体の貯蔵及び輸送に容器として用いる呼び容量２００ Ｌの鋼製ドラム（以

下，ドラムという。）について規定する。

1.2 種類

種類は， による。表１

表１－種類

種類 物品番号

１．２ ㎜ ８１１０－１６２－２１１４－５

１．６ ㎜ ８１１０－０１１－９９５３－５

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

鋼製ドラム，２００ Ｌ，１．２ ㎜例

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書

又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

フタル酸樹脂エナメルＪＩＳ Ｋ ５５７２

塗料一般試験方法－第５部：塗膜の機械的性質－第１節：耐屈曲性（円筒形マンＪＩＳ Ｋ ５６００－５－１

ドレル法）

塗料一般試験方法－第５部：塗膜の機械的性質－第３節：耐おもり落下性ＪＩＳ Ｋ ５６００－５－３

塗料一般試験方法－第５部：塗膜の機械的性質－第４節：引っかき硬度（鉛筆法）ＪＩＳ Ｋ ５６００－５－４

塗料一般試験方法－第５部：塗膜の機械的性質－第６節：付着性（クロスカット法）ＪＩＳ Ｋ ５６００－５－６

塗料一般試験方法－第６部：塗膜の化学的性質－第１節：耐液体性（一般的方法）ＪＩＳ Ｋ ５６００－６－１

塗料一般試験方法－第６部：塗膜の化学的性質－第２節：耐液体性（水浸せき法）ＪＩＳ Ｋ ５６００－６－２

塗料一般試験方法－第７部：塗膜の長期耐久性－第１節：耐中性塩水噴霧性ＪＩＳ Ｋ ５６００－７－１

塗料一般試験方法－第７部：塗膜の長期耐久性－第７節：促進耐候性（キセノンラＪＩＳ Ｋ ５６００－７－７

ンプ法）

アミノアルキド樹脂塗料ＪＩＳ Ｋ ５６５１

鋼性タイトヘッドドラムＪＩＳ Ｚ １６０１

鋼製ドラム用口金ＪＩＳ Ｚ １６０４

標準色ＮＤＳ Ｚ ８２０１

法令等b)

工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）



２

Ｚ １００２Ｆ

危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）

2 製品に関する要求

2.1 認定

この仕様書で調達される製品は，工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）の第１９条第１項の規定に基づく表示 の許可を1）

受けたものであるとともに，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，危険物船舶運送及び貯蔵規則第１１３条の規

定に基づく検査に合格した容器でなければならない。

に該当するものであることの表示。注 ＪＩＳ Ｚ １６０１1）

2.2 材料

ＪＩＳ Ｚ １６０１ ＪＩＳ Ｋ ５５７２ ＪＩＳ Ｋ ５６材料は， による。ただし，塗料については の２種若しくは

の２種２号又はこれらの同等品とし，塗色は の色番号２３１４ ＯＤ色とする。５１ ＮＤＳ Ｚ ８２０１

2.3 構造・形状・寸法・容量・質量

のドラムタイプＣ Ｍ級及びドラムタイプＣ Ｈ級の溶接ドラ構造，形状，寸法，容量及び質量は，ＪＩＳ Ｚ １６０１

ムのものによる。ただし，ドラム（ドラムタイプＣ Ｈ級）の胴体と天板及び地板は，ダブルシームで巻き締めをし，溶接により接

合したものとする。

2.4 口金

口金は， の で規定された，Ｇ２（大）及びＧ ／ （小）を用いる。プラグは，鋼製プラグ（ユニＪＩＳ Ｚ １６０４ 附属書Ｃ ３
４

クロめっき）とし，フランジ（ユニクロめっき）は圧入形とする。

2.5 塗装

塗装は， による。ただし，外面には， の塗料を塗装するものとし，乾燥塗膜の厚さは，１０ μｍＪＩＳ Ｚ １６０１ 2.2

～２５ μｍとする。

2.6 品質

品質は， による。ＪＩＳ Ｚ １６０１

2.7 製品の表示

製品の表示は， によるほか，危険物船舶運送及び貯蔵規則第１１３条の規定に基づく検査に合格しＪＩＳ Ｚ １６０１

た容器（以下，危険物輸送容器という。）は，効力を有する表示をドラム胴体及び地板の見やすい位置に表示する。

3 品質保証

検査は， によるほか，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領による。表２

表２－品質保証

検査項目 試験方法 判定基準

の規定による。材料 2.2

の規定による。構造・形状・寸法・容量・質量 2.3

の規定による。口金 2.4

の規定による。塗装 2.5

の規定による。品質 外観 2.6

（ ）性 気密性 による。 のＪＩＳ Ｚ １６０１ ＪＩＳ Ｚ １６０１ 附属書１ 規定

能 落下強度 による。

耐圧性
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（続き）表２－品質保証

検査項目 試験方法 判定基準

ＪＩＳ Ｚ １６０１ ＪＩＳ Ｚ １６０１ 附属書１（規定）品質 性 積重ね強度 による。 の

能 による。

の規定による。2.7

4 その他の指示

4.1 承認用見本等

契約の相手方は，外面塗装に工業標準化法に基づく認証を受けていない同等品を使用する場合は，外面塗料の製品検査

証明書又はこれに準ずるもの を契約担当官等に３部提出するものとする。また，特に調達要領指定書によって指定する場合２）

は，外面塗料の色見本（２００ ㎜×５０ ㎜のブリキ板に塗装を施したもの。）を３部提出し，承認を得なければならない。

フタル酸樹脂エナメルの場合は， の試験項目のうち，耐屈曲性，引っかき硬度（鉛筆法），耐注 ＪＩＳ Ｋ ５５７２２）

ＪＩ水性，耐酸性及び促進耐候性の試験結果が記載されていなければならない。アミノアルキド樹脂塗料の場合は，

の試験項目のうち，付着性（クロスカット値），耐衝撃性（デュポン式），鉛筆引っかき値（試験器Ｓ Ｋ ５６５１

法），耐屈曲性，耐水性，耐アルカリ性，耐酸性，耐塩水噴霧性及び促進耐候性（キセノンランプ法）の試験結果が記

載されていなければならない。

4.2 提出書類

提出書類は，次による。

契約の相手方は， に基づく品質証明書及び社内試験成績書の写しを納入場所に１部提出するもa) ＪＩＳ Ｚ １６０１

のとする。

契約の相手方は，危険物輸送容器に該当する場合は，（財）日本舶用品検定協会の発行した危険物容器検査証又はそb)

の写しを納入場所に１部提出するものとする。

原案作成部課等名：航空自衛隊 補給本部第１部


